
Ａ 施設設置助成金
・固定資産税、都市計画税相
当額（3年目は4分の3、4年目
は4分の2、5年目は4分の1）
・交付期間：5年（産業用公有
地取得型のみ）/3年

Ｂ 事業促進助成金
・事業所税相当額（3年目は4分
の3、4年目は4分の2、5年目は4
分の1）
・交付期間：5年（産業用公有地
取得型のみ）/3年
※事業所税減免を受けた際は、
減免額に相当する額を差し引く

Ｃ 雇用促進助成金
・前橋市民新規雇用者、転勤
し前橋市民となった者1人20
万円
・限度額：500万円

Ｄ 用地取得助成金
・10%補助（産業用公有地取
得型のみ）
・限度額：1億円

Ｅ 埋蔵文化財発掘調査助成
金（１／２補助）（産業用公有
地取得型のみ）
・限度額：1千万円

－ －

前橋市企業立地促進条例
１の場合
　全て

・２、５の場合
　Ｂ、Ｃ

・３、４の場合
　Ａ～Ｃ

市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H28.4
条例
Ｈ28.9

一部改正
Ｈ31.3

一部改正
R4.3

一部改正
R7.3

一部改正

１　産業用公有地取得型
　　２，０００平方メートルを超える産業用公有地※１を取得し、当該土
地に対象施設※２の新設等を行う

２　産業用公有地事業用賃借型
　　２，０００平方メートルを超える産業用公有地※１を本市又は群馬県
企業局と事業用賃借し、当該土地に対象施設※２の新設等を行う

３　民有地取得型
　　２，０００平方メートルを超える産業用地※３を取得し、当該土地に
延床面積が１，０００平方メートルを超える対象施設※２の新設等を行
う（当該新設等に係る投下固定資産総額が１億円を超えるもの）

４　民有施設活用型
　　既に産業用地※３内に存する空き施設の２，０００平方メートルを超
える土地、対象施設及び償却資産を取得し、当該施設※２を活用して
事業を開始する（当該施設の活用に係る投下固定資産総額が１億円
を超えるもの）

５　民有地事業用賃借型
　　２，０００平方メートルを超える産業用地※３を事業用賃借し、当該
土地に延床面積が１，０００平方メートルを超える対象施設※２の新設
等を行う（当該新設等に係る投下固定資産総額が１億円を超えるも
の）

※１　産業用公有地　本市又は群馬県企業局が所有し、かつ、企業立
地を目的として分譲等しているもの
※２　対象施設　工場、物流施設（倉庫含む）、試験研究施設、本社、
データセンター、地区計画適合施設（ローズタウンＦ地区内で　住宅用
途除く）、その他事業所（従業員30名以上）
※３　産業用地　用途地域のうち工業地域又は工業専用地域に定めら
れた区域、その他市規則で定めるもの

前橋市
産業政策課

企業立地推進室

０２７－８９８－６９８４



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H14.4
要綱
Ｈ28.4

一部改正 － －

融資
・上限6億円
・期間12年以内
・利率年1.5%以内(保証付
1.1%以内)

企業誘致促進資金融資制度実
施要網

H28.9
条例
H30.6

一部改正
R1.9

一部改正
R2.6

一部改正
R4.6

一部改正
R6.6

一部改正

【固定資産税軽減税率】
○移転型
・開始年度：0
・第2年度：1/4
・第3年度：1/2
○拡充型
・開始年度：0
・第2年度：1/3
・第3年度：2/3

－ －

前橋市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

前橋市
産業政策課

企業立地推進室

０２７－８９８－６９８４

市企業立地促進条例の指定業者

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

高崎市
産業政策課

０２７－３２１－１２５５

H20.3
規則
H25.3

一部改正
R6.3

一部改正
R7.3

一部改正

－ －

融資
・限度額10億円
・期間15年以内
・利率　年1.3%(保証付
0.9%)

高崎市中小企業等振興資金融
資促進規則

H28.2
条例
H29.3

一部改正
H30.6

一部改正
R2.6

一部改正
R4.6

一部改正
R6.7

一部改正

【固定資産税軽減税率】
○移転型
・開始年度：0
・第2年度：1/4
・第3年度：1/2
○拡充型
・開始年度：0
・第2年度：1/3
・第3年度：2/3

－ －

高崎市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

H20.3
条例

３年間免除

－ －

桐生市地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の基盤強
化のための固定資産税の課税の
特例に関する条例

H28.12
条例

固定資産税の不均一課
税
（3年間軽減）
1年目：4分の4
2年目：4分の3
3年目：4分の2

－ －

桐生市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

・市内へ立地する事業者が土地を取得するための資金及びそれに伴
う建物・機械設備の取得資金
・市内事業者が既存敷地内で建物等の建替・増設するための資金及
びそれに伴う機械設備の取得資金

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・先進性の確認申請書の承認
・家屋、構築物、これらの敷地である土地の取得価格の合計額１億円以上（

   ただし、農林漁業関連業種5千万円以上）

   ・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

桐生市
商工振興課

０２７７－３２－４１２０



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H17.5
条例

３年間免除

－ －

桐生市過疎対策のための市税
(固定資産税)の課税の特例に
関する条例

・固定資産税相当額
・交付期間：３年

・建物固定資産評価額の4/100
・限度額：400万円

・緑地設置費用の30/100
・限度額：300万円

・新規雇用者×10万円
・限度額：200万円※1事業者1回

・太陽光発電システム設置に係
る費用から団体等からの補助金
を差し引いた額の20/100
・限度額：300万円

・用地取得価格の5/100

H30.4
要綱

桐生武井西工業団地を桐生
市土地開発公社から取得した
事業者

１　固定資産税助成金
・当該年度の固定資産税を完納
・土地の売買契約から１年以内に事業所
等の建築に着手

－ －

過疎
・対象地域（桐生地区、黒保根地区）
・対象業種（製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業
等）
・取得価格要件あり

桐生市
商工振興課

０２７７－３２－４１２０

桐生武井西工業団地に係る企
業立地促進助成金交付要綱

２　建物建設助成金
・当該工事代金の全額支払完了
・投下固定資産額１千万円以上

３　緑地設置助成金
・緑地設置工事代金の全額支払完了
・桐生武井西工業団地地区の地区計画に
定める基準以上の緑地を設置

４　雇用促進助成金
・操業日までに新規雇用した桐生市民及
び、新設する事業所等に勤務するため新
たに桐生市内に住所を有することとなった
者
・6か月以上継続して雇用され、その間引
き続き桐生市に居住

５　太陽光発電システム設置助成金
・太陽光発電システム設置工事代金の全
額支払完了
・当該事業所等において使用するために
設置したもので、操業開始時までに着手し
たもの

６　用地取得助成金
・当該土地代金を全額支払完了



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

操業後に賦課された固定資産
税及び都市計画税の納税額の
１／２
・交付期間：３年

操業後に賦課された増設分の
固定資産税及び都市計画税の
納税額の１／２（土地は対象外）
・交付期間：３年 間

市内在住者で新たに常時雇用し
た者及び転入者１人につき２０
万円
※１回限り（初回申請時）

－

企業立地促進奨励金交付要綱

【新設】
下記のいずれかの土地を取得し、新たな事業所を操業すること。（用地取得
日または都市計画法第36条2項の検査済証の交付を受けた日から３年以内
に操業開始）
(1)　工業専用地域又は工業地域に、3,000㎡以上
(2)　(1)外の地域に6,000㎡以上
(3)　企業局が造成した工業団地

【増設】
○対象事業
・市内で操業している工場立地法の届け出事業者で、同一敷地内に建築面積500㎡
以上の工場を増設し操業すること。（製造業のみ。工事完了後、１年以内に操業開
始）
・増設前の工場等で従業員（派遣労働者を除く）を５０人以上雇用していること。
・２人以上の市内在住者を新たに常時雇用し、６か月以上継続雇用していること。（雇
用保険法第４条第１項に規定する被保険者及び厚生年金保険法第９条に規定する
被保険者に該当する者であって、労働契約期間の定めがないもの。）

【雇用】
○対象事業
・新設及び増設の補助要件を満たしていること。
・下記のいずれかの要件を満たしていること。
(1)　市内在住者を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること。
(2)　既に市外の工場等で常時雇用されている者が、市内に住所を移し（転入
者）、新設された工場等で6か月以上継続して勤務していること。（短時間労
働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第２条第１項
に規定する短時間労働者を除く。）

伊勢崎市
企業誘致課

０２７０－２７－２７５６

H17.4
要綱

H29.4
一部改正

H30.4
一部改正

H31.4
一部改正

R3.4
一部改正

R6.4
一部改正

【対象事業者】
　日本標準産業分類に掲げる製造業、倉庫業又は群馬県企業局（以下、「企
業局」という。）が造成した工業団地等の用地を企業局から取得した企業で、
市民税特別徴収事業者であり、市税の滞納がないもの。

－



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

補助率：1/2
上限額：300万円
（操業開始後１回限り）

○事業所を取得の場合
補助率：1/2以内（3年間）
上限額：100万円

○事業所を賃借の場合
補助率：1/4以内（3年間）
上限額：100万円

1人当たり10万円
（操業後、3年経過後に1回限り）

太田市
産業政策課

０２７６－４７－１８３４

H6.4
要綱
(旧)

H17.3
要綱

(現行)
－ －

融資
①近代化資金
・限度額3千万円
・期間10年以内
・利率年1.6％以内

太田市中小企業設備資金融資
要綱
※合併に伴いH17.3に現行要綱
制定

－

・中小企業（市内で１年以上継続して同一事業を営み市税を完納して
いるものに限る）が市内に施設・設備等を設置しようとする場合

【対象事業者】
市内において自己の用に供するサテライトオフィス、コールセンター及び支
店・営業所（製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路
貨物運送業、こん包業及び卸売業に限る。）を新たに設置する事業者。

【事業要件】
・３年以上操業の継続が見込まれること。
・開設後３年以内に、市内居住者を正社員として３人以上雇用する見込みが
あること。
・市外に本社があること。

【設置費奨励金】
○サテライトオフィス等の整備に要する経費
・土地建物の取得費用
（購入費、建設費等）
・賃貸に関する初期費用
（保証委託金、仲介手数料等）
・改修費用
・設備工事費用
（電気通信、給排水衛生、空調等の設備工事費用）
・備品購入費用
（事務用の什器、事務機器等（１品３万円以上のものに限る。）の購入費用）
・求人広告費

【運営費奨励金】
○事業所を取得の場合
土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税の納税額。

○事業所を賃借の場合
事業所賃借料

R4.4
要綱

－

伊勢崎市サテライトオフィス、支
店・営業所等開設設置促進奨
励金交付要綱

【雇用奨励金】
市内在住者及び転入者で1年以上常時雇用されている正社員。

※従前の事業所に勤務していたなど、他の市区町村から転勤して本市へ転
入した者も可。

伊勢崎市
企業誘致課

０２７０－２７－２７５６



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H17.2
条例
H25.5

一部改正

３年間免除

－ －

過疎対策のための市税(固定資
産税)の課税の特例に関する条
例

H28.3
条例
H30.9

一部改正

○移転型
　３年間免除
○拡充型
　3年間免除

－ －

地方活力向上地域等における
固定資産税の課税の特例に関
する条例

３年間免除

－ －

－

用地取得代金の１０％（１㎡
当たり1,000円、総額5,000万
円を限度）

－

－

ア　土地を取得した場合
固定資産税及び都市計画税
相当額（３年間）
イ　貸し付けによる市有地を
使用した場合
固定資産税及び都市計画税
相当額（５年間）

－

－

新規雇用者１人につき10万円
（1事業者1回限り、5百万円を
上限）

－

沼田市
産業振興課

企業誘致推進室

０２７８－２３－２１１１

H20.3
条例

H24.12
一部改正

H30.3
一部改正
R5.5.18

一部改正

３年間免除

－ －

地域経済牽引事業の促進によ
る地域の成長発展の基盤強化
のための市税（固定資産税）の
課税の特例に関する条例

・「地域経済牽引事業計画」の県による承認。
・事業の先進性について国の確認。
地域経済牽引事業の承認要件
①地域未来投資促進法の群馬県基本計画の地域特性を活かした事
業分野のいずれかに当てはまること。
②高い付加価値（増加分5,400万円以上）を創出すること。
③いずれかの経済的効果が見込まれること。
　・取引額2.6％増加
　・売上2.6％増加
　・雇用者数7.1％増加
　・雇用者給与等支給額7.3％増加

企業誘致推進条例

【対象地域】市内全域

【業種】
製造業、情報通信業、運輸業・
郵便業、宿泊業・飲食サービ
ス業

【要件】
①事業用施設の新設または増
設
ア　3,000㎡以上の一団の土地
を取得し、その土地を取得した
日から起算して1年以内に当
該土地を敷地とする建築面積
500㎡以上の事業用施設の建
設に着手した企業。
イ　市内にある市有地を使用
し、賃貸借契約の締結の日か
ら起算して1年以内に当該市
有地を敷地とする建築面積
500㎡以上の事業用施設の建
設に着手した企業。
②本社機能の移転
市外から本社機能を移転し、
商業登記法に規定する本店を
市内に登記した企業。

1．用地取得助成金

２．施設設置助成金

３．雇用調整助成金

沼田市
産業振興課

企業誘致推進室

０２７８－２３－２１１１

・過疎

・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

H2.3
条例
H25.3

一部改正
H27.9

全部改正
R2.3

一部改正

・低工(市条例にて継続)



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H10.4
条例

－ －

経営振興資金
・限度額：5千万円
・期間10年
・利率年1.7％

館林市中小企業融資条例

H28.4
規則

－ －

利子補給
・融資実行から2年間の
支払利子額の100％
・R7.4.1～R8.3.31に融資
実行となったもの
・借換は対象外

館林市経営振興資金利子補給
規則

館林市
商工課

０２７６－４７－５１４８

・新たに市内に工場、その他の事業所を新築若しくは生産等の機械設
備を設置、又はこれらに直接必要な土地等を購入する中小企業に対
する融資

・上記の館林市経営振興資金利用者に対し利子補給



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H18.2
条例

H27.4.1
条例及び
規則全部

改正
H31.4

条例一部
改正
R2.4

規則一部
改正
R3.4.1

規則一部
改正
R4.4.1

条例一部
改正

規則一部
改正

－

ア　工場等設置奨励金
・工場等の新設の場合　５年間、
固定資産税相当額を交付（限度
額：500万円/年）
・工場等の増設の場合　３年間、
固定資産税相当額を交付（限度
額：300万円/年）

イ　雇用促進奨励金
・本市居住の新規雇用者×10万
円（事業開始日から６か月以上
継続雇用）
・１回のみ
・限度額：５００万円

ウ　用地取得奨励金
・用地取得費の１０％の額
・１回のみ
・限度額：１億円

工場等設置奨励条例
工場等設置奨励条例施行規則

R4.4.1
要綱
R5.4.1

要綱全部
改正
R5.4.1

要領制定
R6.4.1

要網一部
改正
R6.4.1

要領制定
R7.4.1

要領制定

・本社機能移転型
　移転に係る費用（土地・事務所
の取得費・賃貸に係る初期費
用、改装費用、設備工事費用、
備品購入費用、委託費用）の２
／３の額を補助（限度額１，０００
万円）

・オフィス進出型
　オフィス設置に係る費用（土
地・事務所の取得費・賃貸に係
る初期費用、改装費用、設備工
事費用、備品購入費用、委託費
用）の２／３の額を補助（限度額
３００万円）

※いずれも従業員数により上限
額が変動します。

渋川市しぶかわ企業進出促進
補助金交付要綱
渋川市しぶかわ企業進出促進
補助金交付要領

渋川市
産業政策課

産業立地推進室

０２７９－２２－２５９６

【対象工場】
・製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業、情報通信
技術利用事業又は情報処理サービス業、試験研究施設
【指定基準】
・投下固定資産額５千万円以上
・工場等の新設の場合　常時雇用従業員１５人以上であること又は新
規雇用５人以上であること
・工場等の増設の場合　用地の取得及び新規雇用（市内在住者）２人
以上であること
・市税に未納がないこと

上記の基準の他、次の基準を満たす場合は、用地取得奨励金の交付
を受ける事ができる。
・用地取得面積が３,０００平方メートル以上であること。
・令和４年４月１日以後に用地を取得していること。
・用地を取得した日の翌日から起算して２年以内に工場等の新設若し
くは増設に着手し、又は３年以内に工場等を稼働していること。
・子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２の子会
社等をいう。）又は親会社等（会社法第２条第４号の２の親会社等をい
う。）以外の者から取得した用地であること。

【交付対象者】
会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社
又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に規定する
特例有限会社であること
・本社機能移転型
１　渋川市外から渋川市内に本社機能移転をすること。
２　事業完了時に商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１条の２第
１号に規定する登記簿に記録された本店所在地が渋川市内であ
ること。ただし、事業完了日の属する年度の末日までに登記が完了 し
ない場合は、渋川市内への本店移転登記に係る申請をしていること。
３　移転後の本社機能に従事する者が３人以上であり、そのうちの２人
以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること。
ただし、既に渋川市内で事業を営む事業者においては、当該事業の雇
用者を維持したまま、本社機能移転に伴い渋川市内に従事する者が３
人以上増員し、そのうちの２人以上が主として当該本社機能に従事す
る正規雇用者であること。
４　本社機能移転が完了した日から５年以上継続して渋川市内で
当該本社機能を運営することが誓約できること。

・オフィス進出型
１　渋川市外に事業実態があること。
２　渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置すること。
３　設置したオフィスに従事する者が１人以上であり、そのうちの１人以
上が正規雇用者であること。
４　オフィスの設置が完了した日から３年以上継続して渋川市内で当該
オフィスを運営することが誓約できること。



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

渋川市
産業政策課

産業立地推進室

０２７９－２２－２５９６

R3.10.1
条例

R3.10.1
規則
R4.4.1
要綱

３年間免除 渋川市過疎対策のための市税
(固定資産税)の課税の特例に
関する条例
渋川市過疎対策のための市税
(固定資産税)の課税の特例に
関する条例施行規則

ア　事業所設置奨励金
固定資産税及び都市計画税
相当額、下記範囲内
・初年度80/100
・次年度50/100
・３年目30/100
・４年目20/100
・５年目20/100
※賃貸借は対象外

イ　雇用促進奨励金
・新規雇用者×10万円
・限度額：500万円
※事業開始１年前から事業開
始後6か月までの間に新規雇
用され、かつ事業開始から1
年経過時まで引き続き市内在
住者

ウ　緑地設置助成金
・30％補助
・限度額：300万円

－

施設設置費助成金
・固定資産税相当額1/2
・交付期間：3年
・限度額：200万円

施設新増設助成金
・固定資産税相当額
・交付期間：3年
・限度額：なし

雇用促進助成金
・新規雇用者×20万円
・初年度のみ
・限度額：なし

移住促進助成金
・新規雇用者のうち家屋を
　取得した者×30万円
・初年度のみ
・限度額：なし

・過疎
【対象地域】　伊香保地区、小野上地区、赤城地区
【対象業種】　製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業、旅館業
※取得価格要件あり

H18.3
条例

H28.4
一部改正

R7.4
一部改正

【対象事業者】製造業

・2,500万円(中小1,000万円）以上の工業生産設備新増設
　(低工法に基づく固定資産税課税免除の代替措置H15.10.22～)

・用地の資料提供、斡旋
・工場設置に必要な援助
・手続の円滑、迅速処理
・従業員住宅の斡旋
・公共施設の計画的整備

富岡市企業誘致条例
農工法(S47､S56､H3)

【対象事業者】製造業、情報通信業、運輸業、宿泊業等

・1,000㎡(中小500㎡)以上の土地取得又は賃貸
・用地取得から3年以内に操業
・土地を除く投下固定資産額　2,500万円(中小1,000万円）以上

-

藤岡市
企業誘致課

０２７４－４０－２３９２

H15.3
条例

【奨励金対象者】
製造業、情報通信業、運輸業、サービス業、不動産・物品賃貸業、研
究施設等

【要件】
１　事業所の新設
　1,000㎡以上、投下固定資産1億円以上、5人以上新規雇用
２　事業所の増設
　50％超の建物増築、投下固定資産1億円以上、10人以上新規雇用
３　事業所の購入、賃貸
　1年以内事業開始、10人以上新規雇用
４　ｿﾌﾄｳｪｱ業及び自然科学研究所の研究施設の新設
　投下固定資産1億円以上、200㎡以上、常時従業者5人以上かつ新
規雇用あり
５　製造業の研究施設の新設
  1,000㎡以上、投下固定資産1億円以上、常時従業者20人以上かつ
新規雇用あり
６　工業団地立地企業
　（群馬県、藤岡市、藤岡市土地開発公社が分譲、賃貸する工業団地
に立地する企業）

－ －

藤岡市企業誘致促進条例
【１、２及び４、５，６の場合】
ア～ウ

【３の場合】
イ

富岡市
産業振興課

０２７４－６２－１５１１



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H20.3
条例
H30.4

３年間免除

－ －

地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化のた
めの固定資産税の課税の特例に
関する条例

H28.3
条例
H30.9

一部改正

【固定資産税軽減税率】
・開始年度：1/10
・第2年度：1/4
・第3年度：1/2

－ －

富岡市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

H18.3
条例

－ －

利子補給　5年間
・限度額：200万円/年

工業団地工場移転事業に伴う
助成条例

雇用促進奨励金
・新規雇用者×10万円
・限度額：1千万円

用地取得奨励金
・１㎡当たり3,000円
・限度額：1億5千万円

工場等関連施設整備奨励金
・工場等関連施設整備費1/2
・限度額：2千万円

H20.3
条例
H25.9

一部改正
H30.3

一部改正
R2.12

一部改正

３年間免除

－ －

地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化のた
めの固定資産税の課税の特例に
関する条例

H28.9
条例
H30.3

一部改正
H30.9

一部改正
R2.9

一部改正
R4.9

一部改正
R6.9

一部改正

【固定資産税軽減税率】
・開始年度：100分の0.14
・第2年度：100分の0.35
・第3年度：100分の0.7

－ －

安中市地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

H18.3
条例
H19.3

一部改正
H20.3

一部改正
H23.3

一部改正
H30.3

一部改正

【対象事業者】
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、道路貨物運送業、
倉庫業、梱包業、卸売業、小売業であって、県または市から土地を取
得し、事業を開始した企業

※雇用促進奨励金については、新規雇用した本市に居住する常用従
業員のうち事業開始日から1年以上継続して雇用された者が対象とし
て補助額を算出する

３年間免除 －

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
・先進性の確認申請書の承認

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

富岡市
産業振興課

０２７４－６２－１５１１

企業誘致促進条例

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

安中市
商工課

０２７－３８２－１１１１

・県及び市造成工業団地への市内中小企業移転



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

R3.9
条例

３年間免除

－ －

みどり市過疎対策のための市
税（固定資産税）の課税の特例
に関する条例

H22.6
条例

－

ア　企業立地促進奨励金
・固定資産税相当額
・交付期間：3年間（地域未来投
資促進法に基づく固定資産税の
課税免除を受ける場合は5年
間）
・限度額：なし

イ　雇用奨励金
・新規雇用者×20万円
・交付期間：3年間、限度額：なし

－

みどり市企業立地促進条例

H28.12
条例

不均一課税適用税率
【移転型・拡充型共通】
1年目：0
2年目：0
3年目：1/2

みどり市地方活力向上地域に
おける固定資産税の課税の特
例に関する条例

R7.9
条例

3年間免除 みどり市地域経済牽引事業の
促進による地域の成長発展の
基盤強化のための固定資産税
の課税の特例に関する条例

H24.4
条例

３年間免除

－ －

自然ｴﾈﾙｷﾞｰの推進等に関する
条例

H26
条例
H30.4

３年間免除

－ －

榛東村企業立地の促進等による
地域における産業集積の形成及
び活性化のための固定資産税の
課税の特例に関する条例制定　改
め
榛東村地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の基盤強
化のための固定資産税の課税の
特例に関する条例（H30.3）

・地域再生法に基づく地方拠点整備に伴う固定資産税の不均一課税
の実施

 群馬県の地域再生計画「群馬県地域地方活力向上地域特定業務施
設整備推進プロジェクト」に従って、本社等の特定業務施設を整備した
場合に、その施設の用に供した固定資産に対し課税される固定資産
税の税率を3年間に限り軽減します。

榛東村
産業振興課

０２７９－５４－２２１１

・大規模太陽光発電設備等（最大出力５００KW以上の発電設備）を設
置した事業者

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
ただし、農林水産関連業種5000万円以上
・先進性の確認申請書の承認

みどり市
商工課

０２７７－７６－１９３８

・過疎

※新設は１～４すべて要件、増設・移設はすべて又は１～３を満たすこ
と
１　事業所用地3,000㎡以上取得【増設・移設】1,000㎡以上
２　用地取得から3年以内に操業
３　投下固定資産額3,000万円以上【増設・移設】1,000万円以上
４　新規地元常用雇用5人以上【増設・移設】2人以上

・地域未来投資促進法に基づく県基本計画に定める事業
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・家屋・構築物の取得価格の合計額１億円超 ただし、農林漁業関連業
種は５千万円超



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H12.5
条例

３年間免除

－ －

上野村過疎対策のための村税
（固定資産税）の課税の特例に
関する条例
過疎(S45～)

S44.6
条例

－

・1,000円/坪
・限度額：100万円

－

工場誘致条例

H15.4
条例

３年間免除

－ －

過疎対策のための町税(固定遺
産税)の課税の特例に関する条
例

H30.4 3年間免除

－ －

神流町地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の基
盤強化のための固定資産税の
課税の特例に関する条例

R3.9
条例

３年間免除

－

下仁田町過疎対策のための町
税（固定資産税）の課税の特例
に関する条例

H20.3
条例

３年間免除

－ －

企業立地の促進等による地域にお
ける産業集積の形成及び活性化
のための固定資産税の課税の特
例に関する条例

H30.4 ３年間免除

－ －

H28.3
条例

【固定資産税軽減税率】
開始年度：0.14%
第2年度：0.35%
第3年度：0.70%

－ －

地方活力向上地域における固
定資産税の課税に関する条例

S54.6
条例

－

・利子補給　5年間
　年5%以内

過疎対策条例
過疎(S46～)

R3.12
条例

３年間免除

－ －

南牧村過疎対策対策のための
村税（固定資産税）の課税の特
例に関する条例

上野村
振興課

０２７４－５９－２１１１

・過疎

・工場の新設・増設
・投下資本額　500万円以上
・常時使用従業員数　30人以上

・過疎

南牧村
情報観光課

０２７４－８７－２０１１

・商工業その他過疎防止のための事業
・5人以上雇用

・過疎

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
ただし、農林水産関連業種5000万円以上
・先進性の確認申請書の承認

下仁田町
商工観光課

０２７４－６４－８８０５

・過疎

・企業立地促進法の同意基本計画対象業種
・企業立地計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額２億円以上
  ただし、農林漁業関連業種５千万円以上

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
ただし、農林水産関連業種5000万円以上
・先進性の確認申請書の承認

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

 地域再生法第17条の２第1項第1号及び第2号に掲げる事業に該当する場
合に固定資産税の不均一課税を実施

神流町
産業建設課

　０２７４－５７－２１１１



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

甘楽町
産業課

０２７４－６４－８３２０

H18.12
条例

H30.3
全部改正

企業誘致促進事業補助金
①固定資産税相当額（３年
間）
②下水道事業受益者負担金
（分担金）相当額２分の１
③新規雇用者
　・町内移住者雇用1人１０万
円
  ・町内在住者雇用1人８万円

－

企業誘致促進条例

H28.3
条例

【固定資産税軽減税率】
開始年度：0.14%
第2年度：0.35%
第3年度：0.70%

－ －

甘楽町地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例

H30.3
条例

３年間免除

－ －

甘楽町地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の基
盤強化のための固定資産税の
課税の特例に関する条例

中之条町
地域共創課

０２７９－７５－８８３７

S49.9
条例
S62.6

一部改正
H元.3

一部改正
H13.1

一部改正
H14.4

一部改正
H17.1

一部改正

３年間免除

－ －

中之条町農村地域工業等導入
地区における町税の課税の特
例に関する条例

S60.3
条例

－

・固定資産税相当額
　（町内移転又は未納分は除
く）
・操業開始にあたっての投下
固定資産額1/20相当する額
　（限度額：5千万円）

・用地の資料提供・斡旋
・用水の確保
・労働力の充足
・工場設置及び操業に必
要な協力
・従業員住宅の斡旋

企業誘致等促進条例

対象地域
・農村地域工業等導入実施計画による工業等導入地区
（中之条駅南地区）
対象要件
・生産設備の取得価額の合計額が３千万円以上
・設備導入により増加する雇用者(日雇いを除く）の数が15人以上（道
路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業に限る)
対象業種
・金属・家具製造業等

対象地域
・農村地域工業導入促進法、又は工業立地法により規定された地区等
対象要件
・投下固定資産額が２千万円以上
・常時使用従業員数が30人以上
　ただし、町内移転の場合は、10人又は2/10に相当する数のいずれか
の増員
・敷地面積が３千平方メートル以上
・新設に限る
対象業種
・製造業、製造業に関する試験研究所

【対象要件】
・1,000㎡以上（中小企業等にあっては500㎡以上）の土地を購入し、新
設又は増設する企業
・土地を取得した日の翌日から起算して３年以内に設置した施設等を
操業し、又は業務を開始
・投下固定資産（土地を除く）の額が2,000万円以上（中小企業等にあっ
ては1,000万円以上）
・町内に住所を有する従業員が5人以上（中小企業等にあっては2人以
上）

対象要件
・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けたもの
・特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計額が３千８百
万円以上

対象要件
・地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣の認定を受
けたもの
・事業のための土地・家屋・構築物で取得価格の合計額が１億円以上
・基本計画の同意の日から５年以内の取得



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H20.4条例
H25.9

一部改正
H30.3

一部改正
R3.6

一部改正
R5.6

一部改正
R7.6

一部改正

３年間免除

－ －

中之条町地域経済牽引事業の
促進による地域の成長発展の
基盤強化のための固定資産税
の課税の特例に関する条例

H22.3条例
H25.6

一部改正
H30.6月

一部改正
R6.4

一部改正

３年間免除

－ －

中之条町過疎対策のための町
税（固定資産税）の課税の特例
に関する条例

H28.4
条例
H30.3

一部改正
H30.9

一部改正
R1.9

一部改正
R5.6

一部改正

・固定資産税の不均一課
税（最初に課すべきことと
なる年度以後３年度分に
限る）
　【移転型】
開始年度０
第２年度１／４
第３年度２／４
　【拡充型】
開始年度０
第２年度１／３
第３年度２／３

地方活力向上地域における固定
資産税の課税の特例に関する条
例

長野原町
未来ビジョン推進課

０２７９－８２－３０１３

H22.6
条例（旧）

R3.9
条例（現

行）
－

固定資産税相当額
・初年度：100/100
・次年度：80/100
・3年目：70/100
・4年目：60/100
・5年度目：50/100

工場用地道路、上水道、
関連施設等　便宜供与し
た場合、奨励金なし

工場設置奨励条例

対象要件
・土地・建物の取得価格の合計額１億円以上
　ただし、農林漁業関連業種５千万円以上
・併用資産については、使用割合が1/2以上
・地域経済牽引事業計画の承認
・新設に限る
対象業種
・地域未来法の同意基本計画対象業種

対象地域
・過疎地域（町全域）
対象地域
・過疎地域（町全域）
対象要件
・償却資産:対象事業の用に直接供する『機械及び装置』
　家屋:対象事業の用に直接供する家屋
　土地:上記家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1
年以内に当該家屋の建設の着手があった土地の、対象事業の用に直
接供する部分。
・取得価格の合計の金額は事業者の規模で異なる（500万円以上～
2,000万円以上）
対象業種
・製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業

対象地域
・群馬県地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトにおけ
る指定区域
　【移転型】大字中之条町・伊勢町、及び旧沢田小学校・旧名久田小学校
　【拡充型】大字中之条町・伊勢町
対象要件
・特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が3,800万
円
　（中小企業者にあっては、1,900万円）以上
　【移転型】東京23 区から本社機能の移転を伴う特定業務施設の整備
　【拡充型】対象地域内における特定業務施設の整備
対象業種
・特定業務施設整備計画の認定事業者

中之条町
地域共創課

０２７９－７５－８８３７

・工場設備投資額　1千万円以上
・常時使用従業員　15人以上



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H22.6
条例（旧）

R3.9
条例（現

行）

３年間免除 村税課税特例条例過疎

R3.3
条例

３年間免除 嬬恋村地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の基盤強
化のための固定資産税の課税の
特例に関する条例

高山村
地域振興課

０２７９－２６－７９４４

R4.9
条例

３年間免除 高山村過疎対策のための村税（固
定資産税）の課税の特例に関する
条例

H25.3
条例
H29.3

一部改正
R3.3

一部改正

－

１　固定資産税相当額
・交付期間：３年
２　事業所等用地取得
・土地取得価格１／２
・限度額：１千万円
３　事業所等関連施設整備費
・建設投資額１／２
・限度額：１千万円

－

企業立地促進条例

H21.3
条例
H25.3

一部改正
H30.3

一部改正
R2.12.14
一部改正
R3.9.16

一部改正

３年間免除 東吾妻町地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の基盤
強化のための固定資産税の課税
の特例に関する条例

H23.3
条例

３年間免除

－ －

町税課税特例条例過疎

東吾妻町
まちづくり推進課

０２７９－６８－４９００

H28.3
条例
H30.3

一部改正
R2.6.16

一部改正
R4.6.15

一部改正

【固定資産税軽減税率】
○第1号に掲げる事業
・開始年度：0
・第2年度：1/4
・第3年度：1/2
○第2号に掲げる事業
・開始年度：0
・第2年度：1/3
・第3年度：2/3

－ －

片品村
むらづくり観光課

０２７８－５８－２１１２

H12.3
条例

３年間免除

－ －

村税課税特例条例
過疎(S46～)

・過疎

【新設】
・固定資産投資額２千万円以上、新規雇用者（常時雇用）３名以上
【増設、移転】
・固定資産投資額２千万円以上、増加雇用者 １名以上

・承認地域経済牽引事業計画に係る法第４条第６項の規定による同意
を得た基本計画における促進区域においてその地域経済牽引事業に
属する事業のための施設のうち法第26条の地方公共団体等を定める
省令第２条に定めるものを促進区域内に設置した事業者

・過疎

　・地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定

 地域再生法第17条の２第1項第1号及び第2号に掲げる事業に該当する場
合に固定資産税の不均一課税を実施

嬬恋村
未来創造課

０２７９－９６－１２５７

・過疎

東吾妻町
まちづくり推進課

０２７９－６８－４９００

・過疎（経過措置期間）

・承認地域経済牽引事業計画に係る法第４条第６項の規定による同意
を得た基本計画における促進区域においてその地域経済牽引事業に
属する事業のための施設のうち法第26条の地方公共団体等を定める
省令第２条に定めるものを促進区域内に設置した事業者



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H21.3
条例

H30.3.19
一部改正

－

・固定資産税相当額
・交付期間：３年

－

企業誘致奨励金交付条例

H30.4 ３年間免除

－ －

昭和村
企画課

０２７８－２５－３４４２

H30.3
条例

３年間免除

－ －

地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化のた
めの固定資産税の課税の特例に
関する条例

H17.10
条例

－

・固定資産税相当額70/100
・交付期間：5年

交通、水道、工場排水等
施設整備(固定資産税相
当額範囲内)補助(補助し
た場合、奨励金なし）

工場設置奨励条例

H20.4
条例
H21.6

一部改正
R1.9

一部改正

３年間免除

－ －

地域経済牽引事業の促進によ
る地域の成長発展の基盤強化
のための固定資産税の課税の
特例に関する条例

H22.6
条例
R6.6

一部改正

３年間免除

－ －

過疎対策のための固定資産税
の課税の特例に関する条例

川場村
むらづくり振興課

０２７８－２５－５０７１

・新規雇用５人以上
・土地、建物、償却資産の取得価格の合計額  １億円以上

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
ただし、農林水産関連業種5000万円以上
・先進性の確認申請書の承認

・地域未来投資法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・地域経済牽引事業の国の先進性の確認
・国の先進性の確認を受けた事業における土地・建物・構築物の取得
価格の合計額１億円超（ただし、農林漁業関連業種５千万円超）

みなかみ町
観光商工課

０２７８－２５－５０１８

・固定資産投資額　  5千万円以上
・常時使用従業員数　20人以上

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・事業の先進性について国の確認
・家屋、構築物、これらの敷地である土地の取得価格の合計額１億円
超（ただし、農林漁業関連業種５千万円超）

・過疎地域



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H21.3
条例

H24.12
一部改正

H30.3
一部改正

R2.12
一部改正

R3.9
一部改正

R5.6
一部改正

３年間免除

－ －

玉村町地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の基
盤強化のための固定資産税の
課税の特例に関する条例
H21.4.1施行

H23.3
条例
R2.4

一部改正 －

企業立地促進奨励金
・固定資産税相当額
・交付期間：３年
・限度額 1,500万円/年 －

玉村町企業立地促進条例
H23.4.1施行

H28.9
条例

H28.12
一部改正

H30.3
一部改正

H30.9
一部改正

R1.9
一部改正

R2.3
一部改正

R4.3
一部改正

R6.6
一部改正

・固定資産税の不均一課
税（最初に課すべきことと
なる年度以後３年度分に
限る）
　【移転型】
　　開始年度：0
　　第２年度：8分の1
　　第３年度：8分の3
　【拡充型】
　　開始年度：10分の1
　　第２年度：3分の1
　　第３年度：3分の2

玉村町地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例
H28.9.27施行

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認
・土地・建物・構築物の取得価格の合計額1億円以上
  ただし、農林漁業関連業種５千万円以上

対象地域
・群馬県地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクトにお
ける指定区域
　【移転型・拡充型共通】大字上新田の一部、板井の一部、上福島の一部、
上茂木の一部、川井の一部、下新田の一部、下茂木の一部、箱石の一部、
樋越の一部、福島の一部
対象要件
・特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が3,800万
円
　（中小企業者にあっては、1,900万円）以上
　【移転型】東京23 区から本社機能の移転を伴う特定業務施設の整備
　【拡充型】対象地域内における特定業務施設の整備
対象者
・特定業務施設整備計画の認定事業者

玉村町
都市建設課

０２７０－６４－７７０７

・事業所用地3,000㎡以上取得し、用地取得から１年以内に建設に着
手【新設のみ】
・投下固定資産額　【新設】１億円以上、【増設・移転】５千万円以上
・企業立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと、
又は公害の発生の防止に必要な措置を講じていること



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H20.3
条例

H24.12
一部改正

H30.3
一部改正

R2.12
一部改正

R3.12
一部改正

R5.6
一部改正

３年間免除

－ －

板倉町地域経済牽引事業の促進
による地域の成長発展の基盤強
化のための固定資産税の課税の
特例に関する条例
H20.4施行

産業施設立地促進奨励金
【日本標準産業分類に掲げる
製造業に属する業種】
・固定資産税額の15％
・交付期間：5年
【上記以外の業種】
・固定資産税額の10％
・交付期間：5年

商業施設立地促進奨励金
・固定資産税相当額
・交付期間：5年

雇用促進奨励金
・地元新規雇用×10万円
・限度額：300万円

地球温暖化対策奨励金
・新エネ法対象事業を支援
・設備設置費用の30％(公費
負担分除く)
・限度額300万円

緑地設置奨励金（商業施設の
み）
・緑地設置費用の30％
・限度額：300万円

板倉町①
産業振興課

０２７６－７０－４０４０

・地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種
・地域経済牽引事業計画の承認

・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上
  ただし、農林漁業関連業種５千万円以上

H22.3
条例

H26.12
一部改正

H30.3
一部改正

R3.3
一部改正

・板倉町産業施設及び商業施設誘致促進条例の指定事業者

－ －

板倉町産業施設及び商業施設
誘致促進条例
H22.3施行



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

板倉町②
産業振興課

０２７６－７０－４０４０

H28.3
条例
H30.3

一部改正
H30.12

一部改正
R1.9

一部改正
R2.3

一部改正
R4.3

一部改正

【固定資産税軽減税率】
○移転型
・開始年度：0
・第2年度：1/4
・第3年度：1/2
○拡充型
・開始年度：0
・第2年度：1/3
・第3年度：2/3

－ －

板倉町地方活力向上地域にお
ける固定資産税の課税の特例
に関する条例
H28.3施行

事業所設置奨励金
・固定資産税相当額
・交付期間：5年間

雇用促進奨励金
・地元新規雇用×10万円
・限度額：300万円

緑地設置奨励金
・緑地設置費用の30%
・限度額：300万円

地球温暖化対策奨励金
・太陽光発電、風力発電及び新
エネルギー法対象事業を支援
・費用の30％(公費負担分除）
・限度額：300万円

明和町
産業振興課

０２７６－８４－３１１１

　・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

H21.9
条例
H23.3

一部改正
H27.6

一部改正

・明和第三工業団地進出企業及び明和大輪西工業団地
・取得の日以降３年以内に事業開始

－ －

企業誘致促進条例
 H22.4.1施行



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

商業施設立地促進奨励金
・固定資産税・都市計画税相当
額
・交付期間：5年

雇用促進奨励金
・新規雇用数×10万円
・限度額：200万円

緑地設置奨励金
・緑地設置費用の30％
・限度額：300万円

地球温暖化対策奨励金
・設備設置費用（公費負担分除
く）の30％
・限度額：300万円

企業立地促進奨励金
・固定資産税相当額
・交付期間：3年間

雇用促進奨励金
・地元新規雇用×10万円
・限度額：200万円

緑地設置奨励金
・緑地設置費用の30%
・限度額：300万円

地球温暖化対策奨励金
・太陽光発電、風力発電及び新
エネルギー法対象事業を支援
・費用の30％(公費負担分除）
・限度額：300万円

R3.1
条例
R7.4

一部改正

・千代田町土地開発公社から事業の用に供する土地を取得した企業
・取得の日以降３年以内に事業開始

千代田町
都市整備課

０２７６－８６－４３６１

H21.9
条例
R7.4

一部改正

・ふれあいタウンちよだ近隣商業用地に進出
・商業施設設置

企業誘致促進条例
 R3.1.1施行

－ －

商業施設誘致促進条例
H21.10.1施行

－ －



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

H22.1
要綱
H29.3

一部改正
R3.3

一部改正
R6.3

一部改正

－

・取得用地及び事業所の固定資
産税・都市計画税の相当額
・交付期間：3年
・上限額3,000万円

－

産業立地振興奨励金交付要項

H29.3
要綱

－

・新設又は増設した事業所の固
定資産税・都市計画税の相当額
・交付期間：3年

事業所用地活用奨励金交付要
項

H29.3
要綱

－

・新規雇用×10万円（障害者は
15万円）
・1事業者あたり上限100人／年

雇用奨励金交付要項

H16.1
要綱
H27.3

一部改正
R3.3

一部改正
R6.3

一部改正

－

・対象設備の固定資産税相当額
・1回のみ交付／上限500万円

－

設備導入奨励金交付要項

R4.3
要項

 －

補助対象経費の５０％
上限５０万円

 －

大泉町空き店舗等活用・創業促
進事業補助金交付要項

大泉町
経済振興課

０２７６－６３－３１１１

【対象業種】
製造業、道路貨物運輸業、倉庫業、こん包業、卸売業、貸倉庫業

・大泉町内の工業地域及び工業専用地域に1,500㎡以上の用地を新た
に取得し、かつ、原則3年を経過する日までに1,500万円以上の事業所
を新設または取得

【対象業種】
製造業、道路貨物運輸業、倉庫業、こん包業、卸売業、小売業、貸倉
庫業、宿泊業、飲食サービス業

・町内事業所のある一団の土地に事業所を新設又は増設
・建築面積500㎡以上

・町内在住者を新たに正社員として新規雇用

【対象業種】
製造業

・償却資産課税台帳に登録されている償却資産で、以下の目的の為
に導入された設備
①生産能力拡大②合理化・省力化③技術・研究開発④新技術開発
※他の公的助成との併用不可
※R3.1.2以降に導入する設備については、太陽光発電設備を対象外と
する

・対象者（次のどちらかに該当する者）
①町内の空き店舗等で創業をしようとする者
　（町商工会の創業支援を受けている必要あり）
②新たに町内の空き店舗等で事業を営もうとする者
　（町内既存店舗の移転は対象外）
・対象経費
町内空き店舗等の改装費用および事業に必要な備品の購入費用



市町村
担当所属

制定
年月

条例等対象要件

優遇措置

備考地方税減免
(固定資産税等)

奨励金等 その他（融資等）

S48.4
条例

－ －

邑楽町中小企業振興資金
融資
【設備資金】
・限度額：1500万円
・期間：8年
・利率：長期プライムレート
に連動（毎月変動）
【運転資金】
・限度額：500万円
・期間：10年
・利率：長期プライムレート
に連動（毎月変動）

邑楽町中小企業振興資金融資促
進条例

H7.6
条例

－ －

邑楽町小口資金・特別小口
資金融資
【設備資金】
・限度額：1250万円
・期間：8年
・利率：年7.5％以内（現状
3.0％）
【運転資金】
・限度額：1250万円
・期間：6年
・利率：年7.5％以内（現状
3.0％）

邑楽町小口資金融資促進条例

【固定資産税奨励金】
　事業の用に供する土地に対し
て賦課される固定資産税相当額
を３年間交付

【雇用促進奨励金】
　町内在住者を、立地に伴い新
規に正規雇用し、１年以上継続
して雇用した場合、１人当たり10
万円を交付（１事業者１回限り、
限度額300万円）

－

邑楽町企業立地奨励金交付要綱

＊条例等対象要件欄の「低工」、「過疎」は、それぞれ「低開発地域工業開発促進法」、「過疎地域自立促進特別措置法」を示し、対象要件は、それぞれの法令で定めるところによる。
　　なお、低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除の適用は、現在は終了した。
＊各市町村において、固定資産税の課税免除を受ける場合は、固定資産税額の一定割合等の奨励金は受けられない。

邑楽町
商工振興課

０２７６－８８－５０２６

町内に店舗工場または事業所を有し、かつ、中小企業保険法に定める特定
事業を行う者で、一年以上継続して同一業種に属する事業を行っていて、県
税及び町税を完納している者

①町内に店舗工場または事業所を有し、かつ、中小企業保険法に定める特
定事業を行う者
②中小企業等協同組合が特定事業を行う者又はその構成員の２／３以上が
特定事業を行う者
③商工組合及び商工組合連合会が特定事業を行う者又はその構成員が特
定事業を行う者
上記①②③のいずれかに該当し、一年以上継続して同一業種に属する事業
を行っていて、県税及び町税を完納している者

H31.4
要綱

①町内に5,000平方メートル以上の土地を取得し、３年以内に事業開始する
こと
②常時使用する従業員の数が50人（中小企業者にあっては30人）を超え、か
つ５人（中小企業者にあっては３人）以上の者を事業を開始した日から１年以
内に新規に正規雇用すること
③町税に係る申告をしており、かつ、滞納がないこと

－


